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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 報告します。脇本啓喜君より欠席の届け出があっております。 

 ただいまから議事日程第３号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は３人を予定しております。 
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 それでは、届け出順に発言を許します。３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  おはようございます。入江と申します。一般質問に入ります前に、

この場をお借りしまして、一言皆様におわびと訂正を言わせていただきます。 

 ３月３日の議会の冒頭で、強制わいせつ事件に対して、大部議員が、私があたかも大げさに言

ったように言われましたが、現場には３人の議員さんが見ており、私は決して大げさに言ったわ

けではございません。女性として、議員として、許すことができなくて立ち上がりました。皆様

には大変御心配と御迷惑をおかけいたしまして、本当に申し訳なく思っております。お許しくだ

さいませ。 

 この事件は、まだ解決しておりません。強制わいせつ罪として警察が一応受理をしております

ので、今後も皆様には御心配をおかけいたしますが、どうかお許しくださいませ。私は、これか

らも議員として責任を全うしてまいります。どうかよろしくお願いします。 

 通告をしておりました一般質問に入らせていただきます。 

 新病院に対する市民の要望について。新病院ができてから、私は何度もお願いしてまいりまし

たが、まだまだ改善が見られない部分が多く、市民の要望を言わせていただきます。 

 第２に、大船越の野み積場用地に建っている氷工場についてですが、大船越の野積み場用地に、

市の許可もなく氷工場を建てて１１年以上も使用していますが、今後この会社をこのままにして

おくのかお答えください。 

 第３に、市職員の教育について。市職員の市民に対する挨拶はどのような教育をしておられる

かお答えください。 

 第４に、渡海船の乗り場のトイレのことについてですが、今後つくる計画はあるのか、今まで

につくろうと思ったことはないのかお答えください。 

 第５番目に、曲地区の中の道路について。同僚議員が一般質問でされましたが、全然進んでな

いようですが、市としての考えをお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。３番議員の質問にお答えさせていただきたいと思

います。 

 通告に５点ございまして、１点目が新病院に対する市民の要望というもの、これがまだまだ改

善されてないと。通告の中では、私のほうが病院に対して、そのあたりの市民の要望を伝えても

らったのかと、伝えているのかというふうな通告でございました。 

 昨年の６月及び９月の市議会における３番議員の対馬病院に対する御要望に対しましては、こ

れまでも回答書という形で御返事がありましたことは、御承知のとおりであろうかと思います。 
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 また、１２月議会での御要望につきましても対馬病院に伝えているところでございますが、対

馬病院におきましても市議会のこのテレビ中継に注目しており、私どもがお伝えする前に把握し

ている状況でございます。確かに開院当初というものは、職員、また市民の方も、双方が新しい

病院、新しい機器に不慣れなため、時間を要することがありましたけども、事務改善をしたり、

職員も市民も事務の流れ、機器の操作にも慣れてきたことなどから、待ち時間の改善がされてい

ると聞き及んでおるとこでございます。 

 また、前回おっしゃられた食事につきましてでございますが、昨年８月以降、お米のランクを

上げておられると聞いております。治療のため、減塩とかカロリーを考慮した、いわゆる病院食

になりますので、薄味と感じられる場合もあるとは思いますが、治療の一環として御理解いただ

きたいと思っております。 

 ちなみに、地域病院運営協議会というものが開催されておるとこでございますけども、委員の

ほうから、旧病院時代よりもおいしくなったという御意見も頂戴をしているとの報告もあってお

ります。 

 また、給食における地元食材の利用等についても鋭意努力をし、可能な限りの利用をしていた

だいていると聞いております。 

 ３番議員さんから再三申し入れがありました停留所の件につきましては、病院企業団でも御検

討いただき、２８年度予算に屋根つき歩道の整備及びバス停留所の改修予算を計上され、この

３月の病院企業団議会において審議されると聞いております。 

 病院には乳幼児から高齢の方、また歩行が困難な方もいらっしゃいますので、総合的な判断に

より駐車場やバス停留所が配置されたり、患者様が安心して入院できる環境を提供するため開院

時間が決められておりますので、御要望にお応えできない部分もございます。 

 しかし、対馬病院のロビーには市民の皆様からの御意見、御要望を拝聴するため御意見箱を設

置し、改善できる部分に対しましては事務改善に努めようとする病院の積極的な姿勢が見てとれ

ると思っております。市民に愛される病院となるよう努力されているところでございますので、

温かい御声援を賜りたいというふうに存じております。 

 次に、２点目の大船越の野積み場用地に建っている建物の件でございます。 

 これにつきましては、昨年の第１回、第３回、第４回の定例会において埋立竣功認可等、登記

等の諸手続が完了した後において総合的に判断をし、対応していきたいと答弁をしております。 

 野積み場用地につきましては、平成２７年第４回の定例会において、あらたに生じた土地の確

認及び字の区域の変更についての議案を議決いただきましたので、現在、登記に向けての作業を

進めているところでございます。 

 議員御指摘の野積み場用地内の製氷施設につきましては、登記完了後、占用の経緯を確認し、
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法律条例にのっとり、また、国、県の指導も仰ぎながら、漁協及び地域の関係者とも協議し、用

地の賃貸、建物の撤去等を含め総合的に判断し、対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、３点目に市職員の市民に対する接し方、教育についてどのようにしているのかという御

質問があっております。 

 これにつきましては、職員の接遇、コミュニケーション能力の向上については、かねてより市

民あっての市役所であることを念頭に、職員意識の醸成、向上を示達しているところでございま

す。特に接遇力につきましては、行政サービスを提供する上での根幹をなすものであり、信頼さ

れる公務員であるためには市民の目線に立った対応を常に心がける必要があることから、これま

でも明るく笑顔で挨拶することや懇切丁寧に市民に対応することなど、機会あるごとに、所属長

を通じて職員の接遇力の向上と意識の高揚に努めているところでございます。 

 ちなみに、平成２６年度には３０代、４０代の職員で構成する市民コンシェルジュプロジェク

トチームを発足させ、よりよい行政サービスを提供していくため、市民が求めているのはどんな

職員なのか、そのためにどのような研修等を組み立てていけばよいのか、どのような職場をつく

っていけばよいのかなどの検討、協議、提案を行っているところです。 

 同プロジェクトチームの提案により、大学やほかの自治体職員などの外部講師を招聘し、接遇

力、コミュニケーション能力向上のための実践的な研修を、２６年度、２７年度にかけて開催を

しております。研修会では、単に講話を聴講するだけではなく、どのようにすれば、よりよいコ

ミュニケーションをとることができるようになるのかなどをグループで討議する時間を設定をし、

職員が自発的に行動できる仕掛けも行ったところでございます。まずは市民の皆様を迎えるに当

たって、明るく活気ある職場づくりが先決であり、挨拶の重要性を職員に再認識してもらうため、

挨拶シートを各職場や自席に掲示をし、明るく、相手の目を見て、意識をもって、先に、さわや

かに、常に、続けての取り組みを掲げ、市民の皆様が気持ちよく来庁できる職場づくりにも努め

ているところでございます。 

 今後も継続して研修会や啓発を行い、挨拶や対応への意識を高め、よりよい行政サービスの提

供ができるよう職員の接遇力の向上に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 次に４点目でございますが、渡海船の乗り場のトイレの問題がございました。このトイレにつ

いて、今後つくる計画はあるのかということと、今までにつくろうと考えたことはなかったのか

というふうな御質問でございました。 

 渡海船の定期航路の寄港地は９カ所ございます。そのうち待合所は仁位、卯麦、貝口、水崎、

長板浦の５カ所に整備をされ、出発港の仁位待合所にトイレを設置をしております。直近３年間
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の事業費の推移は３,５００万円程度を要しており、その財源内訳は国庫補助金がおおむね

１,５００万円、県補助金が５００万円、残りを事業費の１割程度の事業収入と一般会計繰入金

で運営をしておりますが、年々、旅客定期航路の利用者は減少している状況です。 

 仁位、長板浦間の定期航路は国庫補助航路であることから、毎年、生活交通確保維持改善計画

を策定をし、最小限の経費で事業運営を行うよう求められております。その計画の実例として、

寄港地住民の皆様の了解を得て、平成２６年１０月から、土曜日、日曜日及び祝日の運航便数を

１便削減、また、２７年１０月から寄港地の曜日指定を行い、火曜日、木曜日、土曜日を卯麦、

貝口において寄港を減らし、経費節減を図っている状況でございます。 

 本航路に係る施設整備については、１０万円を超えるものは長崎県離島航路対策協議会の事前

協議の承認を経て国に協議をすることとなっており、当然、待合所のトイレ整備を行うに当たっ

ては、高齢者、障害者などの移動等の円滑化の促進に関する法律の規定をクリアする施設を整備

する必要があるため、多額の費用を要することから、航路改善計画の趣旨から外れ、長崎県、国

の協議が調うのが難しいというふうな状況もございます。本航路を利用されるお客様は寄港地周

辺の住民の皆様で、運航時間については十分に承知をされていることから、御乗船になってから

船内のバリアフリー対応トイレを御利用していただくよう考えており、このようなことから、今

後、整備する計画の持ち合わせはございません。御理解をお願いします。 

 また、新船就航に伴い、病院利用者の利便性を向上させるため、旅客定期航路の寄港地を樽ケ

浜から対馬病院近傍の長板浦に変更を行う際に待合所を建設しております。新設の長板浦待合所

は、寄港地近隣のグリーンピア公園内にバリアフリーのトイレが整備されていることと、出航時

間３０分前に乗船をし、新船内のバリアフリートイレを利用することができるため、建設経費及

び維持管理経費を考慮し、待合所にトイレを設置はしておりません。 

 以上のような制約等がある中で定期旅客航路を運営し、収支改善を求められている状況下で、

待合所にトイレを設置する計画は以前にもなかったということと、今後も計画をしておりません

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 次に５点目、曲地区内の道路についてでございます。これにつきましては、議員がおっしゃる

とおり、２５年１２月と２６年９月の定例会において、１５番議員さんのほうから一般質問で答

弁をさせていただいているところでございます。 

 そのときの答弁と重複いたしますが、この道路を整備したことで緊急車両等が曲地区の最深部

から侵入できるようになり、十分効果はあったものと考えております。また、本路線の終点部か

ら小浦地区のほうに抜ける工事については、筆界未定という用地の問題があります。これらや事

業効果の問題等もございますので、条件が整えば再整備に向け検討することも考えておりますけ

ども、現時点では非常に厳しい状況であるということを申し上げております。それらの問題解消
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に向け、地域の方が汗を流してでも、この道路を整備することは効果があるんだというふうなこ

とが整えば、再検討を拒むものではないという答弁もさせていただいておりますので、御理解い

ただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  新病院の件なんですけど、食事のことを言われたんですが、事務

長に聞いても、お米も本土から、魚も野菜も本土から、全部食材は本土からとってあるんですが、

地産地消で、対馬からお米とか野菜とか魚とかとっていただくように、市のほうでは要望とかで

きないもんでしょうかね。全然、地元にお金が落ちてないんですよ、食材に対しても。 

 それで、お米も少しよくなったと言ってありますが、恐らく入院患者の方に聞いても、前と全

然変わってないということで言われるんですけど。実際行ってから食べてみればよかったんです

けど、本当によくないんですよ。入院したら全部痩せて出てくるちゅう感じで、食事がまずいん

ですよ。それで、私も何回か入らせてもらって、食事をさせてもらって、調べるつもりはしてお

りますが、地産地消で、お米もやっぱり地元の米はおいしいし、野菜とか魚とかも地元からでき

るだけ、対馬の病院なんですから、とっていただくわけにはいきませんでしょうか。そのことも

要望を出していただけないでしょうか、市として。できるだけ、お米も魚も、全部野菜も地元か

らということで。この前行ったときに、言われたときに、事務長が、お米も高いし、魚とか野菜

も高いそうです、対馬は。だから向こうから全部仕入れてますということを言ってあったんです

けど、やっぱりちょっと地産地消を考えていただきたいと思いますので、そのことも要望に上げ

ていただけないでしょうか。 

 そして、バス停の件なんですけど、バス停の件はそんなふうで予算がつけてしていただけるよ

うであれば、植え込みのとこが、今の停留所だけでは人数が余り入れないんですよ。それで、植

え込みのとこをなくしていただいて、市民の１８人の方の要望なんですけど、植え込みのとこを

なくしていただいて、植え込みのとこまで停留所を増やしていただけないだろうかという要望が

上がってきていますので。それと、必ず軒を深くしていただいて、軒が今のとこ全然ないんです

よ。だから、雨は打ち込む、風は打ち込む、冬は寒い、夏は暑いという感じなんですよ。だから、

軒を広くしていただいて、冬は戸を閉めるという形にしていただけたら、大分助かりますという

要望が上がってきてますので、よろしくお願いしておきます。言っていただけたら幸せです。こ

のことは、もう厚生常任委員会でも前もお願いしてたことですので、早急にやってもらいたいと

思います。 

 朝の６時から病院の裏に並ぶ件ですが、６時から７時までは病院の裏に並ぶんですよ、寒いと

こに。それで、あそこに、お年寄りのために椅子でも置いてもらえないだろうかということでお
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願いしてたんですけど、それもしてもらえないみたいで、７時になれば廊下のほうに入らせてい

ただけるんですけど、その６時から７時までの間がセメンの上にじっと立って待つもんだから、

お年寄りの方にはちょっと大変だと思うんですが、そのことも、７時に入れてくれるなら、廊下

に７時前に入れていただけないだろうかということと。 

 対馬市民ていうのは７,０００万の借金を３０年間かぶって、これから払っていくんですが、

病院の借金を。だから、言う権利はあると思うんですよ。私たちも払ってるんですが。だから、

もうちょっと病院のほうとしても市民の要望を聞いていただけないだろうかと思うのに、並ぶに

しても、玄関から堂々と入れていただけないだろうかというのが要望が上がってきてますので、

そのことも言わせていただきます。 

 そして待合室、計算の件は少しは時間が短縮してきたんですが、薬のほうがまだちょっと改善

ができなくて、１時５１分のバスに乗り遅れたら、もう６時なんですよ、次は、上のほうに帰る

人が。だから、それに間に合うような薬の計算もしていただけないだろうかという市民の要望で

すので、よろしくお願いいたします。 

 そして眼科のことなんですけど、眼科のことは今まで言い続けて、私は懲罰動議にまでかけら

れましたが、一応市民の要望ですので、幾ら懲罰動議かけられても言わせていただきたいんです

が。やっぱり市民に対する、患者さんに対する言葉遣いはものすごく悪くて、あんまり時間を待

たせるもんだから、「まだですか」ということで聞いたら、１１時半ぐらいになってから、朝か

ら行ってから１１時半だから「まだですか」って聞いたら、すぐ入れてもらえたそうですけど、

「あなたががちゃがちゃ言うから入れました」と、「まだ順番ではありませんよ」と、そんな言

葉を市民に対してから言うべきじゃないと思うんですが、それももう幾ら言ったところで直りま

せんので、一応、眼科が３月の中からできますので、そちらに患者が流れますので、もう眼科の

要望は言わなくて結構です。一応言っておきます。 

 それともう一つ、熱が４０度出て、救急車で病院に行ったらしいんですが、当直の医師が外科

のお医者さんで、そのまま、もう診きらんからということで帰されたらしいんですよ。で、次の

日に行ったところが、もう即入院になったそうです。だから、そういうことじゃなくて、４０度

も熱のある人は自宅に帰さないで置いていただきたいと思うんですが、４０度あって、家に帰っ

て、死にでもしたら大変だと思うんですよ。だから、そのこともちょっと考慮していただきたい

と思います。外科のお医者さんでも内科を診れないことはないんですから、お願いします。 

 以上で病院の要望は終わります。 

 それと、第２に大船越の野積み場用地の件ですが、前回の質問と同じ答えが返ってきたんです

が、これどういうふうに、前回のこれは質問と同じですよ、聞いとったらですね。私は担当課に

も聞きましたけど、同じ言葉なんですけど、いつになったらこれが登記ができて、いつぐらいに
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できるか、いつごろ登記ができるんですか、これ。登記ができたらできたらという答弁が何回も

返ってきましたが、登記ができるのはいつでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  病院に関する要望等がございました。これにつきましてたくさんござい

ましたけども、地産地消を食事等についてもっと率を上げていくべき方向でやらないといけない

んじゃないかというふうなお話が、まずございました。これについては全く同感でございますが、

ただし、医療と食事という問題については、私ども健康体のときとは当然違ってくるものだとい

うふうに私は認識をしておりますので、そういう中で地産地消ができるものがあれば、市として

も検討に値するんではないかというふうには思ってはおります。 

 それ以外のことにつきましては、財源負担をしているんだから要望してもいいじゃないかとい

うお話がございました。何も財源負担してなくても要望はしてもいいとは思います。思いますが、

病院企業団につきましては、病院企業団議会という組織もしっかりありますし、その組織の中で

も、きちんとさまざまな問題についてもんでいただければというふうにも思っております。先ほ

ど申しましたように、この中継については病院のほうもしっかりと注視をされておられますので、

今の案件については、応えられる部分は応えていかれると思いますし、今までもそのようにされ

ておられます。ただし、言われたこと全てが早急にかなうとかいうことは、物理的にも難しいこ

ともいっぱいあろうかと思います。それらについては十分なる理解をしていただければというふ

うに思っております。 

 また、要望の中でございました北部に帰られる方のバスの問題と、それとリンクするようにお

薬のお話がございましたが、お薬の話は、ちょっと僕ら、直接は、門外漢ですので何とも言い難

い部分はございますが、今、公共交通の再編という問題を扱っております。その中で、北のほう

に対する増便というのをどのように組み立てていけばよいのかということも、当然ながら、病院

のそのこともにらみながら検討はしておるとこでございます。そういう意味での利便性を高めて

いくことを考えていきたいなというふうにも思っておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 済いません、病院に関する件はそれぐらいで、２点目の件でございますが、これにつきまして

前回と答弁が一緒じゃないかというお話がございました。基本的に竣功認可、埋め立ての竣功認

可、確定測量等々をずっと去年からやってきております。これらをスタートに、昨年の１２月に

あらたに生じた土地の確認関係の議決をいただき、今、手続書類をつくって、この３月中旬には

登記の申請をする予定でございます。当然、申請をした暁には、この月末ぐらいには完了するん

ではなかろうかというふうにこちらは予定は立てておりますので、御理解をいただければと思い

ます。 
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 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  わかりました。お願いしておきます。 

 そして、職員の教育のことなんですけど、いろいろ市長がさっき答弁されましたが。私が空港

で女性の方と、課長さんとお会いしたんですけど、２回お会いしたんですよ。何カ月前かに１回

お会いして、またその後お会いした。それで飛行機が欠航になるかどうかということでカウン

ターのとこでおったんですけど、挨拶も全然されない。それで、２回目なんですよ、空港でお会

いしたのが。それで、私は飛行機の中でちょっと斜め後ろにおったから、あなたは挨拶ぐらいし

たらどうですかということ言ったんですよ。挨拶しましたというけど、してないんですよ。そん

なに私、耳が遠いわけでもないですから、挨拶をしない。ああ、これやから、市民の人たちが市

役所に行って、職員が全然挨拶しませんよっていうのがやっとわかったような気がしたんですけ

ど、そういう台の下にいろいろ書いて教育がしてあるようになったら、何で挨拶をしないんでし

ょうか。おかしいですね、そういうことは。どんな教育がしてあるんやろうかと思ったら、そん

なふうにしてから教育がしてあるなら、課長さんたるもんが挨拶をしないこと自体、議員にしな

いんですから、普通の人には絶対せんはずですよね。 

 それで、もうちょっときちんと、役所に行ったとき、私が３日前、役所へ行ったんですけど、

階段で会うて、段々上っていかれたんですけど、挨拶しなくて上っていった。それで、「もしも

し、あなた何ていう名前ですか」ということで、名前まで尋ねました。そんなふうで、市役所で

会ったところで挨拶をしない職員、多いんですよ。だから、私たちにもしないくらいですから、

まして普通の市民には絶対しないと思います。だから、もうちょっと職員の教育に関しては教育

をしてもらいたいと思います。どんな方でも市役所に行かれたら、「こんにちは」「おはようご

ざいます」という挨拶はお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。部長さんクラス

も、よく教育されてください。 

 あと、渡海船乗り場は９カ所あるんですけど、豊玉のほうにも、９カ所あって、仁位に１カ所

だけなんですよ、トイレがついておるのが。それから、９カ所乗り場があって、５カ所だけが停

留所みたいなのがあるんですけど、あとの４カ所は全然ないんですけど。このトイレは、今から

高齢化してくるんですが、船の中にトイレがついていたところで、やっぱり高齢者の方には必要

だと思うんですが、簡易トイレみたいなのでもつけていただくわけにはいかないんですか。まし

てや停留所も、あとの４カ所はないんですが、それも雨が降ったときとか大変だと思うんですが、

してもらうわけにはいかないもんでしょうか、答弁をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  職員の教育の問題がございました。こちらとしては職員みんなで、こち
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らから抑え込むんではなくて、職員みんなでつくり上げたプロジェクトチームでありますし、こ

ういう方向でやっていこうじゃないかというふうなことをみんなで決めて、それぞれの机で張っ

て守っていこうと、そういうふうに心がけていこうじゃないかというふうにしてるところでござ

いますが、それらがうまく、まだまだ浸透してないということなのかもしれません。 

 また、先ほどお話がございました、自分が３日前とかいうお話がありました。いろんな教育は

当然してるんですけども、その職員の声の大きさというのも、持ち合わせた大きさ、僕らみたい

な声っていうのも、また同じようにはいかないと思いますし、その人の日ごろからの性格的なも

のもございます。それらについては御容赦いただきたいと思いますし、もしかすると３番議員さ

んということはわかった上でも、何となく気おくれする部分もあったのかもしれませんし、そこ

は御理解をいただきたいなと思っております。決して、挨拶を市民に対してしないという気持ち

は全く職員も持っていないはずですし、気づけばする。しかし、そのときに伝え方っていうのが、

まだ下手なのかもしれません。こちらからも、その旨はきちんと伝えていきたいと思っておりま

す。 

 次に、簡易トイレの渡海船のお話がございました。先ほどの答弁で申し上げましたように、こ

の航路における施設整備というのが、国、県との協議が必要になってくるわけですね、どうして

も付随する施設ということになりますので。そうした場合は、法律に基づいて一定の大きさ、簡

易トイレというわけにはいかなくなるんですよ。以前のような分でない、もっとバリアフリー法

に基づいた施設整備というのを余儀なくされるもんですから、私どももどうしてもちゅうちょし

てしまう部分がございます。まして、乗られる場合っていうのは、その地区に寄港するわけです

し、寄港する時間というのが、寄港する時間の１時間前から待つということ、３０分前から待つ

ということは、まずあり得ないと思うんですね。大体、寄港する時間というのは決まっておりま

すので、定時の運航ですので、それを見越した上での、家からその港のほうまで移動されてるん

だと思うんです。それらを考えますと、そのあたりの部分についての施設整備ではなくて、トイ

レを、できれば家でということも考えていただきたいというふうな思いを私どもは持っておりま

すし、もし、そういう状況になったときは、船に乗り込まれれば十分にバリアフリーのトイレが

用意をされておりますので、そちらを御利用いただきたいというふうな考え方で、このことにつ

いては以前から組み立てておるところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  そしたら、もう全然つくるあれはないんですよね、一切ね、つく

るということは。５カ所にあれはできてますよね、停留所は。それで、そこにでもつくるという

ことも、もうないんですよね。これからやっぱり高齢化が進んできてから大変だと思うんですけ

ど、これは乗る人には。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  つくる意思はあるのかないのかと言われましても、私もたそがれ時の人

間でございますので、次のことについては言及はいたしませんが、少なくとも今までの考え方は

そういう考え方で臨んでまいりましたという答弁をさせていただいたつもりでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  市民の要望を聞きまして、私もずっと回ってみたんですが、やっ

ぱり私たち年寄りになってきたら大変だと思うんですけど、どうにか考えてもらう方法はないで

しょうかね。簡易トイレ、借りるのは、聞いてみたら１万５,０００円らしいんですよ、１カ月

が。１万５,０００円のトイレだから、９カ所なんですよ。だから、市のほうではそういう予算

はとれませんか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  申し訳ございません。その件について先ほど申しましたように、簡易ト

イレということの設置を、国、県等も付随する施設ということになった場合、バリアフリー法の

範疇に入ってきたときに、それがなかなか難しい問題になってきますと。県の離島航路対策協議

会ですか、そういうところでの案件に上がってくるもんですから、難しい案件ですというのが、

今までの僕らの考え方です。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  また職員の件に戻りますが、私が感じるとこと市民の方が感じる

のが全部同じなんですよ、挨拶をしないというのは。突き当たっても挨拶しない、市役所に行っ

ても。だから、とにかく教育をして、市民の方々がどなたであったところで、議員じゃなくて、

どなたでも、市役所に来られた方には、「こんにちは」という挨拶とか「おはようございます」

という挨拶を、出会ったときとかは必ずするように教育をしていただけませんか、今までそれが

できてませんから。まして、こんなふうに町で会うて、議員にでも挨拶しないんですから、恐ら

く市役所でもしないのが当たり前だと思いますから、教育をしてください。 

 そして、新病院のことに戻りますけど、６時から、あそこに並ぶときに玄関から入れるのが無

理でしたら、並ぶときに椅子を、ちっちゃい椅子でもいいですから、６時から７時までの間、椅

子を並べていただくわけにはいきませんかということを強く要望しとっていただきたいんですけ

ど。それができないなら、７時になれば廊下に入れてくれますから、もう６時から廊下に入れて

もらうように。 

 この前、阿比留さんが言われたのが、ボタンを押してもらえば廊下に入れてもらえますよと言

われたんですけど、そうじゃないんですよ。ボタンを押して警備員が出てきて、入るのは職員だ

けなんですよ。あとの人は全部まだ並んでますので、外に。７時前に来られて、入れてもらえる
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のは早出の職員の方だけでした。だから、病院側が答弁したことと、全然そこのとこは食い違っ

てましたので。それを、できれば椅子を置いていただくか、７時から玄関に入れていただくか、

お願いしたんですが。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  要望というものは十分にできます。あとの問題については病院側にお願

いする以外はないものですから、私も何とも答えようがございませんが。先ほどから申しますよ

うに、このテレビ中継というのは病院関係者の皆さんは注視されておりますので、取り入れられ

るものは取り入れていただけると思いますし、管理運営上の問題等もございますでしょうから、

そこは十分に市民もそれぞれ理解も必要なところもあろうかと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  よろしくお願いしときます。 

 それと曲地区の件ですけど、市長がこのときは担当だということを言ってあったんですが。私、

この前、曲地区に入るのに、前に３台車がおって、前からガスの大きなトラックが来たんですが、

入った場所に、またバックして戻らないとできないんですよ。それで、そこはもう墓のとこから

下は大変なとこです、あれは。２０分か２５分かかりました、全部が動いて離合ができたのは。 

 それで、あそこは何かもめてるということ言ってありますが、お宮の神社の上から計画がある

ということ聞いたんですが、それは本当でしょうか。曲の、今は上が広くなってるんですけど、

道路が。それで、あそこから曲の神社の上を道路つくろうかという話が出てるということを聞い

たんですが、そういう計画が立ってますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、問題になってるこの曲の問題につきましては、曲のほうから小浦の、

僕らは麻生セメントとかよく言いますが、あちら側に抜けていく道というのの必要性というのを

ずっと感じて、この計画は当初から組み立てたところでございます。 

 今おっしゃられたのは、曲の先っぽのほうの神社の、その上からということですね。あそこに

ついては、今ずっとおっしゃってあることは、曲から小浦へ抜けることの必要性をずっとおっし

ゃってあったと思うんですね。そのことによって効果が高まっていく、それが１５番議員さんの

以前からの御質問だったというふうに、私は理解をしております。そこを、現時点においては、

その計画はございません、神社の上については。神社の上を仮につくったとしても、１５番議員

さんがおっしゃってあった麻生セメントと曲側のあの道が筆界未定ですから、どうしてもそこが

解決しないと物事の組み立てができないということになりますので、効果というものはそんなに、

下の家が立て込んでるところの道よりも、上の道で広い道をつくったがいいんじゃないかという

お話なのかもしれませんけども、しかし、小浦と曲との問題というのが解決するものではないと
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いうふうに私は理解しておりますので、現時点でそのような計画は、持ち合わせは、市としては

ございません。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  そしたら、その筆界未定のとこを、大浦議員が言われたのは麻生

セメントにおりる道だったんですけど、麻生セメントのほうじゃなくて、ナガセさんのほうに行

く道がもう一つあるんですよ。だから、麻生セメントにおりれば人の家も崩さんといかんから、

そのまま……。 

○議長（堀江 政武君）  時間になりましたので簡明に願います。 

○議員（３番 入江 有紀君）  はい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今おっしゃってあるのは、麻生セメントさんの上のほうの家につないだ

らどうかということでしょ。 

○議員（３番 入江 有紀君）  はい。 

○市長（財部 能成君）  大変申し訳ない答弁になりますが、筆界未定の区域が下から山の上まで

なんですよ。ずっと縦方向に筆界未定が走っておりますので、仮にこちらの連絡していく地点が

変わったとしても、この山のてっぺんまでいってますので、今のお話というのも同じ結果になろ

うかと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  そしたら、ちょっと曲の件は無理だということですよね。 

○市長（財部 能成君）  はい、現時点での話です。 

○議員（３番 入江 有紀君）  はい、わかりました。 

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、入江有紀君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩とします。再開は１１時１０分からとします。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時09分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。大部初幸君、船越洋一君より早退の届け出があっております。 

 ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  皆様、おはようございます。会派つしまの小島德重でございます。
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質問に入る前に、対馬にとってうれしいニュースを紹介させていただきたいと思います。 

 ３月７日の長崎新聞の一面に写真入りで大きく報道されましたが、美津島町盒知出身の佐々木

大地君（２０歳）が、将棋のプロ棋士に合格したということです。１年にわずか４名ほどの枠し

かない超難関を突破した本人の精進をたたえるとともに、大地君の夢をかなえるために家族ぐる

みで横浜に引っ越し、８年余りにわたって支えてこられた御家族の御苦労に敬意を表し、大地君

の今後のますますの活躍を心から祈りつつ、対馬からも応援をしたいと思います。 

 夢のある話題の後は、市民におわびを申し上げたいと思います。 

 昨年１０月２６日、厚生常任委員会の熊本への行政視察の行程中に発生した不祥事により、市

議会の権威、信用を大きく損ない、市民の皆様に御心配、御迷惑をおかけしていることをおわび

申し上げます。厚生常任委員会の一員として、３日間、警察の参考人事情聴取に協力しました。

刑事告訴に係る法的責任については当事者の言い分が大きく食い違っているようですが、官憲は

事実に基づき適正な判断をなされるものと考えます。 

 しかし、道義的、政治的責任について、対馬内外の多くの方から、議員として、社会の一員、

人間としてのあり方に対し厳しい批判の声が届いています。私も対馬市議会の一員として、その

職責と使命を十分に認識し、議員活動に邁進することによって信頼を回復しなければならないと

いう思いで質問に立たしていただいております。財部市政最後の定例会で一般質問をさせていた

だきます。財部市長在任中にただしておくべき１項目と、市民の生命安全に関し早急に対応すべ

き２項目についてお尋ねいたします。 

 １項目めは、対馬博物館建設についてのお尋ねです。 

 対馬博物館建設に係る費用負担について、一支国博物館並みに県費補助を受け、対馬市の負担

軽減を図るべきであると考えます。一支国博物館は２９.９億円の建設費のうち、国の負担が

２１.８億円、県が５.９億円、壱岐市が２.２億円の負担で建設されました。対馬博物館は

３１.９億円の建設費のうち、国が２１.１億円、県が２.５億円、対馬市が８.８億円の負担とな

っています。県の歴史研究センターと市の博物館を一体的に整備する、いわゆる合築で建設する

という方式は、壱岐の場合も対馬の場合も変わりません。なのに、どうして建設費の県の負担割

合がこのように大きな差があるのか。これまでの全員協議会、本会議における質疑では明快な答

弁はなされていません。市民に納得のいく説明を求めます。 

 ２項目めは、万関橋からの転落（投身自殺）防止対策についてお尋ねします。 

 万関橋からの転落、投身自殺が後を絶ちません。万関橋一帯は観光名所ですが、一方、自殺の

ポイントにもなっています。現代社会は悩みを抱える人が多く、全国で年間２万数千人の自殺者

が出ています。対馬でも、毎年、みずから命を絶つ人の知らせを聞くたびに胸が痛みます。万関

橋での転落、自殺を防止するため、管理者である県、警察等の関係機関と協議して、欄干を高く
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設置する、防護の柵やネットを張るとか監視カメラを設置するかなどの対策を講じるべきである

と考えます。市長の見解を伺います。 

 ３項目めは、学校事故の発生時の対応について伺います。 

 学校管理下において、児童生徒が負傷し医師の診断が必要であると考えられる場合、通院の手

だてについて、学校の対応はどのようになされているかお尋ねします。教職員の対応マニュアル

について、共通理解が十分になされていない学校もあるやに聞きます。教育委員会はどのような

指導、指示をされているかお尋ねします。 

 以上、３項目について明瞭簡潔な御答弁をお願いします。必要に応じて、一問一答で再質問を

お願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ２番議員の御質問に答えさせていただきます。 

 １点目の博物館建設費用の、市、県の費用負担の問題でございました。この博物館建設計画に

つきましては、昨年の第４回定例会において市議会の御理解のもと、対馬市博物館及び長崎県歴

史研究センター癩癩どちらも仮称ですけども癩癩、これらの合築に向けて設計に係る予算につ

いて御承認をいただき、現在、設計業者の選定作業を対馬市が主体となり進めているところでご

ざいます。 

 お話がありました一支国博物館についてですが、これは平成２２年に開館をされ、御存じのよ

うに、長崎県立埋蔵文化財センターを併設する県市合築という、今回の対馬市と長崎県対馬歴史

民俗資料館と似たような形態を持つ施設であります。この長崎県埋蔵文化センターについて、そ

の収蔵管理機能という部分、およそ４,２００平米につきましては県が１００％の負担を行って

いるわけですが、収蔵管理機能の大部分は収蔵庫であります。ほかは生涯学習機能を持つ諸室と

なっているようでございます。長崎県の埋蔵文化財センターでございますので、施設の中心は収

蔵庫であり整理室となっております。博物館としての機能を高めるこの部分の費用負担を、長崎

県が行うことは必然ではないかというふうに理解はしております。 

 壱岐のケースが長崎県主体で計画され、それに壱岐が加わり建設されているのに対しまして、

この対馬の場合におきましては、対馬市が主体となって建設推進を行っております。この場合、

対馬市から県へ要望を行い、県も歴史民俗資料館の再整備を決定をされた経緯がございます。あ

くまでも県は県立対馬歴史民俗資料館の再整備事業であり、この対馬博物館建設について、よう

やく長崎県との正式な合築の覚書を昨年の８月に取り交わすことができ、現在に至っております。 

 当然、今後も建設工事費の負担、そして運営施設の管理費等での協議を設計業務を行いながら

続けていくこととなりますが、可能な限り、県と市で納得のいく負担割合を協議を通じて決定を

していきたいというふうに考えております。あわせて施設の維持管理についても、さまざまな維
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持管理軽減策をハード部分にも求め、また来館者誘致の施策を関係機関とも連携をしながら進め、

少しでも運営費の軽減につながる努力というものを開館前から検討をしてまいりたいというふう

に考えております。 

 先ほど申しましたように、負担割合というものについては、今進めております基本設計、実施

設計後におきまして、特に共用部分等の増減が生じてくるものというふうに思っております。こ

れらを踏まえて、しっかりと県、市の負担割というのに取り組んでいきたいというふうに、市と

しては考えていかなくてはいけない問題だというふうに理解はしておるとこでございます。 

 次に、２点目の万関橋からの転落防止対策についてのお話がございました。現在の対馬市の自

殺者数については、長崎県の警察統計によりますと、平成２３年度１１名、２４年度８名、

２５年度５名であり、その数は減少傾向にはございます。自殺の動機としては健康問題、それか

ら生活経済問題が多く、次いで家庭に関することが続いております。 

 平成１８年１０月に自殺対策基本法が施行され、翌年の１９年６月には自殺総合対策大綱が策

定をされたのに伴い、県におきましても長崎県自殺総合対策５カ年計画を策定をし、関係機関や

団体が連携協力し、総合的な自殺対策の取り組みを実施をしております。対馬市におきましても、

自殺対策事業実施要綱を平成２３年４月に策定をし、専属の相談員を配置をし、こころと暮らし

の健康相談の窓口を設置をさせていただき実施をしております。 

 また、専門家による講習会を年１回実施するとともに、各家庭向けのチラシを作成をし、自殺

予防の啓発に努めているところでございます。 

 また、対馬保健所や社会福祉協議会におきましても、弁護士や臨床心理士等の専門家による法

律相談やこころの相談を月５回、定期的に実施しているところでございます。 

 自殺対策基本法の改正法案が国会で可決される見込みであり、今後、自治体でも市町村自殺対

策計画の策定が義務づけられることになるため、現在、策定しております「健康つしま２１計画

～みんなスマイル元気のわ～」というこの計画において、目標の達成にさらに努力をしていきた

いと考えております。 

 ２番議員が言及されました万関橋からの飛び降り、または付近での入水と思われる事故は、平

成１３年から平成２７年の１５年間で４件発生をしており、深く憂慮しているところでございま

す。万関橋からの自殺防止対策については、今後、関係機関と協議をしていきたいというふうに

は考えておりますが、現時点におきましては困難というふうに思います。また、観光資源として

も重要であり、景観保持との関連も考慮する必要があるとも考えております。 

 なお、県内の橋梁での自殺防止対策につきましては、防護ネットを設置している箇所もござい

ますが、自殺件数の減少につき一定の効果がある箇所もありますが、一方、３年間で５件発生し

ている箇所もあり、防護ネットを設置をしても自殺者をなくすことはなかなか難しい状況であり
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ます。しかしながら、自殺対策につきましては社会の深刻な問題でございますので、今後も自殺

予防の普及啓発や相談事業などの対策を実施してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  学校事故への対応について、通院の手だてということで御質問があり

ましたので、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 各学校においては、児童生徒の安全管理について、万全の体制で日々臨んでおります。不幸に

してけがなどがあった場合、県教育委員会、市教育委員会の指示のもと、各学校が危機管理マニ

ュアルを作成しておりますので、これにより対応をしております。 

 大まかに３つの場合に分けて説明をいたします。 

 まず、基本的には保護者による対応をお願いをしております。保健室等で養護教諭により応急

手当をします。同時に保護者に連絡をし、来校をしてもらい、事故の発生状況を説明し、必要が

あれば病院等の受診を勧めます。状況により、管理職、養護教諭、担任等も同行をいたします。 

 ２つ目の場合ですが、負傷の状況により、緊急性がある場合は救急車を要請します。管理職、

養護教諭、担当者等が同行いたします。同時に保護者の方にも連絡をし、直接病院に来ていただ

きます。その場で事故の状況等について説明を行います。 

 ３つ目の場合でございますが、一刻を争うような場合です。保護者への連絡をし、学校職員の

自家用車で緊急搬送をいたします。途中で救急車に引き継ぐ場合もございます。保護者への連絡、

同行者については、先ほど申したとおりでございます。 

 学校事故につきましては、それぞれの状況が異なりますので、基本的には２つのことをもとに

対応をしております。一つは児童生徒の安全確保が最優先であること、もう一つは保護者や家族

の方々の気持ちに沿った対応ということで、このことをもとに各学校、対応しております。不十

分な点がこれまでにあったとすれば、今後さらにしっかりした対応をしていきたいというふうに

考えます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  まず、教育委員会のほうの学校事故のほうからいきたいと思いま

す。 

 今、教育長が答弁いただいたような基本的なマニュアルといいますか、対応については理解で

きます。それで、今、教育長が答弁された中の、特に一刻を争うような場合というのは一番重大

な事項だというふうな捉え方で考えたいと思います。それから、緊急性がある場合は救急車を要

請します、これもよくわかります。その場合の判断というのは、そこにいた者、指導者、そして

学校では養護教諭がそのあたりの応急的な判断はすると思いますし、それをもとに校長なり教頭
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なり管理職が救急車を要請するという、そこまではよく私も理解できました。 

 ただ、３番目のところについて、保健室で養護教諭により応急手当をし、必要により保護者に

連絡、来校してもらい病院等の受診を勧めると、この部分についてが、私も指導していた場面で、

そういうたくさんの場面出合いましたし、また管理職になって学校を預かったときもこの判断が

一番難しいわけです。 

 特に、この場合に、学校の中でその判断をするのが、休ませておいて保健室で回復すればいい

んですけども、やはりけがの状況等によっては、外見から見ただけではわからない状況というの

があると思うんです。特に、頭部を打撲、首から頭部、このあたりを強く打った場合とか、意識

はあって、しばらくすると大丈夫かなと思うんだけども、その場合にやはり頭部というのは複雑

です。それで気分が悪くなって後で病院に行ったら、これは全国的にも頭部のことが問題になっ

たケースというのは多いわけです。 

 その場合に、今、教育長答弁していただいた内容で、基本的には保護者に来ていただいて、そ

して保護者に病院に連れてってもらうというのが一般的な教育委員会の指導だというふうに受け

取ったんですが、ところが、保護者がすぐに連絡つかないとか、それから特に保護者が一人の家

庭とかもあったりする場合は、すぐ学校に駆けつけられないと、こういう場合に、やはり対応の

仕方が、もう少し日ごろからよく詰めておく必要があるんじゃないかなと思うんですが、そのあ

たりで、学校によっては保護者に必ず連れて行ってもらうと癩癩救急車以外の場合は癩癩という

ふうな管理マニュアルを作成している学校もあるように思いますが、そのあたりの把握は、教育

長、どうでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  保護者の方に連絡がつかない場合、これは小島議員さんも学校時代に

いろいろと体験されたと思うんですが、できるだけ、保護者がいないときには祖父母とか近い方

に連絡をする、緊急性がある場合ですね。基本的にはそうしてるんですけれども、探している間

に容体が変わることもありますので、こういうときには校長の判断で、管理職になると思うんで

すが、学校職員の自家用車で緊急に搬送する。さっきも申しましたように救急車にもお願いをし

て、途中で引き渡すというようなことも過去にもありました。とにかく判断基準というのを誤ら

ないようにして、子供の命、生命の安全を第一に考えるように、また、こういうことはいろいろ

の研修会でも、養護教諭の研修会とか管理職の研修会においても議題にして、また今後も対応し

ていきたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今みたいに学校を柔軟にといいますか、その容体の状況で対応し

ていただいて、必ず保護者が来てからじゃないと、保護者に責任持ってもらうというそこの部分
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にとらわれ過ぎないように、ぜひまた機会を捉えて学校のほうにも指導いただきたいと思います。 

 それから、今、教育長答弁いただいた中で、管理職が癩癩保護者が対応できないとか時間がか

かる場合は癩癩車でということが今お話しされたんですが、このことについても、管理職、同時

に学校をあけないというのは、基本的に教育委員会の指導でなさってると思いますが、しかし現

実に、やはり１年間のうちに同時に学校をあけているケースもあるわけです。その場合、今度は

教務主任なりが残った教員の中ではまとめ役ですが、ところがこの教務主任もいないケース、学

校の３人ともいないケースというのもあるわけです、あってるわけです。だから、そうしたとき

に残った職員の中でどういう判断をするかということを、管理職欠けていても、残った職員でど

ういう対応するかという、そのあたりのことが微妙な判断が必要になるケースがありますので、

ぜひそのあたりも、また御指導ください。 

 なぜ、私このことを取り上げたかと申しますと、学校事故、結構多いんです。ここでちょっと

数字を示してみたいと思います。これ、教育委員会からいただいた資料ですけども、学校で起こ

った事故について、病院、医療機関にかかった件数が平成２５年が合計３２１、それから２６年

３９１、２７年４５０、これは２月までです。そして、これは医療機関への請求件数ですから、

実際に起こった件数は平成２６年度では小学校は３６件ですけど、中学校は１６６件起こってい

ます。大体、１回けがすると２回か３回病院行きますから、こういう数字が合うんですが。それ

で、特に中学校の場合の部活動が多いんです。これ身体的な活動を伴って、やっぱり危険性を伴

うことも多いから。そういうことで、ぜひこのあたりについて、今、教育長にお願いしたような

ことを現場に徹底できるようにお願いをしておきます。それで一応、このことはおきたいと思い

ます。 

 次に、万関橋からの転落、それから投身自殺の防止策についてですけども、こちらの件につい

ては、今、市長答弁いただきましたように、確かに対馬の中の自殺者数は減少傾向にはあります。

しかし、多いときは１０人を超えている年もあります。そして万関からの投身自殺は、１３年か

らは４件だというふうにおっしゃったんですが、今の橋ができてから、８年からは７件というふ

うに私も警察から伺ってきました。そして、ついここ最近もそういう事故があっています。それ

で、ほかのところの橋梁からの転落の防止策等も踏まえながら、効果という点では相談とか予防

的なことに力入れていきながら、いわゆるハード的な面といいますか、そういうことについては

今のところ考えてないというふうに答弁受け取ったんですけど。ところが、万関橋の現場、実際

に行かれてこのような答弁を作成されたのかどうか、ちょっと確認をしたいと思いますが、いか

がですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私自身、通りはしますが、今回その現場っていうのは、自分自身のそこ
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で立ち会ったっていうわけではございませんけども、まず想像がつくことと、それと写真で確

認……。 

○議員（２番 小島 德重君）  市長じゃなくていいですよ、誰か担当者レベルで。 

○市長（財部 能成君）  担当は行って、写真を撮って、私のほうに報告、写真での報告もござい

ました。はい。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  それで、この写真を見ていただいてわかると思うんですけど、万

関橋、これは東側の真ん中のところの展望するところの現場の写真ですが、この高さが路面から

は１１０あるんです、１１０センチ。そして、これは法的には橋梁の欄干としてはクリアしてい

るそうです。１１０という基準だそうです。ところが、この横の、いわゆるコンクリートの台、

これを１段、足を踏みますと、高さが、もう９０センチになるんです。９０センチになって、こ

こに足を、今度はその下の欄干、これはもう７５センチしかないんです。ここに足をかけますと、

もう身震いする、怖いぐらい、人間の足の長さ、普通の大人であれば、すぐ乗り越えられるよう

な、７５センチしかありません。 

 そして今度は西側、ここは欄干が４段になってるんです。４段になっていて、この一番低いと

こからでも９５センチ、それから次はもう６５センチ、次はもう、ここは２５センチ、こういう

状況ですから、近くに立つのも怖いぐらいの危険性を感じるぐらいの現場です。 

 こういう現場の状況を見ていただいたら、万関で自殺者、あるいは自殺じゃなくても、これは

現場をよく巡回されるお巡りさんに聞きましたら、一つ間違ったら欄干に足かけてる状況で、い

たずらでも、それはすぐ落ちますよというような状況があります。そういう状況を踏まえながら、

今のような答弁でどうでしょうか。確かに景観の問題もありますよ。しかし、景観よりも、やは

り人命といいますか、それを尊重すべきだと思いますが、いかがですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、写真で１１０センチという１つの基準がございますが、それも土台

等に足をかければ９０になるよ、７５になるよ、確かにそうだというふうに理解はしております。

７５になったときに、自分の意思ではないところで物事も起こり得るだろうと、警察の方のお話

もありましたということです。それについては自殺ではなく、明らかに事件ですから別物だと考

えたいと思いますが、少なくとも自殺者を減らす、そういうふうな思いを持たせないようにして

いくことのソフト対策というのが、まずもって私どもができる範囲でしょうし、これから先、自

治体というのがどこまで担っていくべきなのか、そして今おっしゃられた景観というのは、必ず

この場所っていうのは対馬観光での１１０年前の話等を引き合いに出してくれば、やっぱ観光ス

ポットとしても最大の売りの部分もございます。それらとの兼ね合いをどのようにつけていくの
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かということは、今後、行政側、そして皆様、市民の方々、観光に訪れる方々の知恵というもの

を出し合いながら組み立てないといけない問題だというふうにも思うところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今、市長おっしゃったように、いろんな対応の仕方あって、先ほ

ど言ったように、今度は法律もまた改正されて、自殺をとにかく防ごうということになっていま

すから、そういう面では認識は一致してますので、それはわかりました。 

 ただ、万関の場合、全く、いわゆる自殺防止のため、転落防止のための対策は、これまで講じ

られてないんです。平成２２年に女護島地区から要望が出ているんですが、平成２２年の要望に

ついて県と協議しますという回答が女護島地区には来ていました。そのときの回答、県と協議さ

れた状況というのが、今、市長答弁された内容ですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この問題については県のほうとも、当然、管理者が県でございますから、

県のほうとも協議をさせてもらいながら対策というのを、今後どうしていけばよいかということ

を話し合った結果だというふうに理解をいただければと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  それで、女護島地区には県と協議しますと言った後、区長さんも

何人もかわったんですが、その後はどういう対応、協議したかということは誰も記憶ないんです

けど、また多分、地区からもそういう声は来ると思います。 

 その中で、柵を張っても欄干を高くしても減らないところもあるんだというんですけど、実際、

効果が上がってるところもあるんです。私が知る限りでは、よく似たところで長崎県では西海橋

です。これも、やっぱりいろんな景観の問題等があったんですが、西海橋でも少なくとも防護ネ

ットが張ってあります。そして新しい西海橋では歩道は車道の下につくられて、そしてその歩道

の部分は３メートルのフェンスが張ってありますよ、西海橋。これは同じ県が管理してますよね。

しかし、対馬の万関橋は全く何も対応してないです。それはやはり、ぜひ検討すべきだと思いま

す。 

 そして、効果を上げているところとしては、宮崎県の陸橋です。高千穂とか五ヶ瀬とか、この

ところもすごく自殺者が多いということで、ここは警察署、もちろん自治体、それから県、この

三者が一体になって、５つの橋に２メートルのフェンスをつけて、そしてもちろん監視カメラも

つけたりして、すごく自殺者が減ったということは、これは全国的に報道されています。やはり、

そのあたりをしっかり全国的な動向も踏まえながら、せめて県内の西海橋の対応等を、よく相談

をしていただいて対応していただきたいと思います。 

 万関からの事故で、事が起これば保安部の捜索、警察捜索、消防署、それから地元の消防団、
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漁協、たくさんの人が出て、そして対応しなきゃいけないんですよ。そして何よりも亡くなった

方というのは、これは取り返しがつかないわけですから、そういうことを、今後、法律改正もな

されますから、ぜひ真剣に取り組んでいただきたいということを強く要望しておきます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私ども、そのハード的なことを一切拒絶してるわけでもございません。

ハード的なものを組み立てたとしても、先ほど、いろんな事情で自殺をされる方という、そちら

に思いを持っていかれる方をどう減らせばよいのかということが、まず第一なんじゃないかとい

うことで、ソフト的な話のほうが先に組み立てていくべきだというふうなことを内部的にもずっ

と話はしてるとこでございます。理想論かもしれませんけども、そこが減らない限りは、その場

所が減ったとしても、自殺を希望というか、願望の方自体が減らないということでは本末転倒な

んじゃないかというふうな部分も感じております。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  市長の言われたことは、私もそれはわかりますので、それはぜひ、

否定するものではないわけですから、取り組んでいただきたいというふうに思っています。 

 それから、次の博物館の建設費の負担のことについて確認をしたいと思っています。今、市長

のほうの答弁では、基本設計がこれからできていくから、その中でまた県と協議はしていくんだ

というようなお話をいただいたんですが、ところが、これまでに説明いただいた分では、既にこ

ういうふうな割合というのは決まったように報告をいただいてるんですが、この割合というのは、

これから変わっていく可能性があるんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今お示ししておるのは、私ども行政側で面積、展示機能、それから収蔵

機能とか、これぐらい要るだろうねということでの割り振りをした部分でございます。これから

基本設計等に入っていくに当たって、そこの面積というのは当然変わっていくものだというふう

にこちらは理解をしております。先ほど申し上げましたのは、そこの部分が、棒グラフがありま

すが、それが面積によって変わってくるという部分と、それらを見ながら、再度、県にも話を持

っていくことは必要なんではないかというふうなお話をさせていただいたつもりです。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  当然、面積、いろんな割合が、設計でき上がれば決まってくるで

しょう。ただ、ここで上げてあるのは、面積は別にして、その建設費の負担の割合がここに出て

るわけです。この負担の割合は、もう県と協議した上での割合、パーセントの変更の可能性があ

るのですかないのですかと聞いているのですが、そこはいかがですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 
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○市長（財部 能成君）  一支国の博物館と対馬が予定をしております博物館の県の施設の性格と

いうのが若干違います。というのは、県下全体の埋蔵文化財のセンターということも一支国博物

館には担っておるところでございます。そのあたりの県内全ての収蔵品、出土品ていうものが集

まってくる施設という一支国の考え方がまずありますので、それを同じようにはいかないだろう

というふうには思いますが、先ほど申しますように展示とか、いろんなそこの最終的な面積的な

ものが見えてきた段階におきまして、今の決めている案分というのの考え方が変わってくるんで

はないかと、使い方によってというふうな、それは基本設計を見ないといけない部分だろうとい

うふうな考えを私どもは持っております。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  基本的な性格は、壱岐は埋蔵文化センターという名前ですね、対

馬は対馬歴史研究センターという名前です。そのあたりのことについては、ここで細かく言って

いると時間がなくなりますので。私が一番言いたいのは、今度はこちらです。これは壱岐の博物

館つくるときの割合ですが、壱岐は交付税に未算入のところの費用について、これを癩癩対馬の

場合はここで市費を２分の１は充ててるんですが癩癩この壱岐の場合は市が負担すべきところを、

県がここを全部、市の負担にかわって県が出しています。共用部分についてです。そして、博物

館展示部分のほうも市と県が２分の１ずつで、県が２分の１負担してくれてます。負担の割合が

違うんです、対馬の場合と、このことを聞いてるんですよ。このことを今から県のほうにお願い

といいますか、県と協議する中で、壱岐と同じような、いわゆる交付税の算定できない部分を県

にお願いできる、協議する余地があるのかないのかということを聞いているんです。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほど、そこで見せられた共用部分という表現がありましたけども、共

用部分と収蔵管理っていう部分にこれは入っておりまして、私、その表も向こうが出された表だ

と思いますけども、要は長崎県の埋蔵文化財センターという位置づけをあそこはされておると、

長崎県内全体の埋蔵品関係の、まず管理をしていくところだという部分での理解をしていただき

たいと思います。ただし、長崎県の全体の埋蔵品ていう考え方からいけば、対馬歴史民俗資料館

にあります資料が単に対馬だけのローカルなものかっていうとそうでもないという考え方も私は

持っております。そういう意味において、そこの部分については、今後、県に要望を皆さんでし

ていかなくてはいけない部分だろうというふうにも思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今、市長お答えいただいたように、ぜひそのことを、対馬の収納

する部分、宗家文書が一番メーンになりますよね。それから、展示するものの中には、当然、県

の歴史民俗資料館にある朝鮮通信使関係とか日朝関係のものが展示のメーンになってくるはずで
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す。そうなったときに、やはり収納する大部分を県の歴民にあるものを収納し、そして展示する

ものも世界記憶遺産に登録しようかという朝鮮通信使関係のものも、当然、歴民が持ってるもの

も展示にもくるわけです。 

 だから、そういう意味では、対馬でつくる博物館もすごく重要な意味を持つわけです。世界遺

産になろうかというものを収納したり展示したりするわけですから。ぜひ、そのあたりは県のほ

うに壱岐と同じような負担割合を出してもらって、壱岐は２.２億円で、自分たちが出した財源

は２.２億円で、あの博物館ができたわけです。対馬が８.８億円負担をするというそのことは、

対馬の市民は納得できないんですから。私がこの議会、最後にこの質問させていただいたのは、

財部市長にそのことを確認をした上で、次の市長にも、ぜひ県との協議を十分に行っていただき

たいという意味で取り上げてるわけですから、次の市長にも、それをぜひ引き継いでいただきた

いということをお願いをしておきます。 

 それから、いろんな協定を覚書を交わされました。その覚書の中にも、県との協議は十分行う

というようなことがここに書いてあります。第６条に、費用については十分な協議により負担割

合を決定する、それから７条は、詳細を明確にするため、必要に応じて別途覚書を締結するとこ

う書いてあるし、詳細ということも書いてあります。８条には、覚書の内容を変更する必要が生

じる場合は協議の上変更するという文言もございます。だから、今市長がおっしゃったことを、

基本的に十分これから基本設計に向けて可能だということを確認を一応させていただきます。 

 それから、前も全員協議会でも触れたんですけど、自然の取り扱いが落ちている、急に３カ月

の間で、８月から１１月の間で落ちましたよということについても、文化財審議委員をなさって

いる対馬の自然関係に詳しい方が、この文化財の保護審の便りを出された中に今度記載をされて

おります。なぜ自然が、もっと大事にしないかということが出ていますから、そのこともぜひし

っかり踏まえていただきたいということを要望しときます。 

 それから、財部市政８年の最後ですから、少し振り返ってお話をさせていただけば、財部市長

２期８年にわたって、対馬のトップとして命を削るような仕事をなさってきたということで、大

変御苦労は多かっただろうということをお察し申し上げます。そして、この前、子供たちの少年

の主張のときに、こういうことをお話をされました。今、自分の幼年時代からのことを振り返り

ながらまとめをしていると、文章を書いていると。そして市長になられてからの、市長８年間の

間のいろんな思いも多分あられるでしょうから、それもまた後世に残していただいて、次の市長

や、あるいはさらにずっと、対馬市長になられる方々が、対馬はどうあるべきかということを考

える指針になるものを残していただければ幸いかと思います。 

 これで、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小島德重君の質問は終わりました。 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。午後は１時から再開します。 

午後０時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 渕上清君より早退の届け出があっております。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  私は、今回２点の質問を通告に上げておりましたが、１点は取

り下げをいたします。したがいまして、ホテル誘致にかかわる問題を中心に、ただいまから一般

質問を行います。 

 まず、ホテル誘致についてお尋ねをいたします。 

 平成２７年９月１８日付で、ホテル用地宿泊施設整備事業者募集の公募が行われました。対象

用地として、上対馬町西泊ソモヤ、９,４８２平方メートル、厳原町東里野良第１、１,１８２平

方メートル、同じく野良第２、２,４９５平方メートル、最後に第３、４,０２７平方メートルと

なっております。この中でも西泊地区においては、事業条件は１日当たり宿泊数１００人以上、

最大３００人となっており、大変興味があるところであります。 

 このスケジュールによりますと現地調査説明等を経て、２月１８日に最終審査となっておりま

す。先週の段階までは公表はできないと担当部のほうでお聞きしております。本日は発表できる

ようになるかもわからないというような模様でございましたが、問題がなければ、本日発表して

いただきたいと存じます。 

 次に、通告をしておりました、対馬猪鹿活用促進事業関連の質問として、加志地区の処理施設

の運用については取り下げをいたします。時間があれば、関連といたしまして捕獲補助金等の減

額について、短時間ではございますが、市長の見解を自席で尋ねたいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  通告がありましたホテル誘致の進捗の件でございますが、これにつきま

しては、先ほど１５番議員がおっしゃられましたように、９月１８日から公募を動き出しており

ます。応募状況につきましては、西泊ソモヤ用地に４事業者、厳原町野良用地の３カ所につきま

しては、焼却場跡地に１事業者、造成地のほうに１事業者から応募がありましたが、火葬場跡地

への応募はありませんでした。 

 ２月１９日に市関係者及び外部団体等で構成する審査会を開催し、応募者から提案内容の説明
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を受け、審査を行いました。いずれも、観光客の動向等、対馬の現状、課題を把握され、市有地

を有効に活用する事業提案がなされたものというふうに理解しております。 

 その結果、西泊のソモヤ用地、三宇田用地につきまして、それから野良造成地につきましては、

それぞれ審査結果というものの報告が上がっております。焼却場跡地につきましては、計画内容

がまだ不十分であったことを理由に、今回の選定は見送るところでございますが、今後、計画内

容を煮詰めていただき、誘致に向けた協議を継続していきたいというふうには思っております。 

 今後のスケジュールでございますが、現在提案いただいた事業者の皆様には、十分にこの事業

計画の内容等を精査を、私自身もさせていただきたいと思っております。そして事業者を選定を

させていただき、その選定事業者と協定書及び土地の貸借契約の事務を進めていきたいと思って

おります。 

 今後、このホテル誘致に絡みまして、市の方向性としましては、今回の公募による宿泊施設の

建設、さらには今回の議会の冒頭、行政報告で報告をさせていただきましたが、厳原に民民によ

る東横インホテルの建設が実現をしますと、対馬の宿泊施設不足という課題の解消に大きく寄与

するものと期待しているところでございます。 

 それに伴い、市といたしましては、さらなる国内外からの観光客、宿泊客の誘客に力を入れて

いく考えでございました。具体的には、ことしの秋にＪＲグループとの協力により、長崎県全体

で取り組むデスティネーションキャンぺーンというものがございますが、これによる全国販売促

進活動をはじめ、日本遺産登録や朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録に伴う対馬のＰＲ活動、昨年

行いました博多駅ジャック等による情報発信事業に精力的に取り組んでいかなくてはいけないん

ではないかというふうにも思います。 

 また、先日３月３日に参議院予算委員会におきまして、公明党の秋野公造参議院議員が国際航

路に係る質問をされまして、釜山、博多を結ぶ国際航路に国内旅客を混乗させることはできない

かという質問をされ、石井国交大臣は出入国管理や税関等の問題が解決されれば、航路事業をつ

かさどっている首長としては、混乗による航路事業は可能であろうというふうに答弁が引き出さ

れております。 

 今回の宿泊施設の誘致実現に加え、国レベルでも国際航路への混乗に対する前向きな動きが出

てきたことで、韓国人観光客の増加だけではなく国内からの観光客誘致にも追い風となっており、

これからの上対馬を含め対馬全体の活性化に大きな期待が持てるものと思っております。市とし

ても、それに向け取り組んでいくような体制整備が必要かというふうに思っておるとこでありま

す。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ただいまの答弁では、具体的な、いわゆる最終的な業者の選定
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のことは出てきませんでした。で、スケジュールの中身を見ますと、２月末日までに応募者への

決定を通知すると、こうなっております。これでいけば、事実上、協定書を締結するまでに３月

の末日までにやってしまう、だから、これを成立せんことには公表を差し控えるという解釈でし

ょうか。私は、最終的に応募者への通知をした段階の答えが出るかなと思ったんですが、そうい

う解釈になりますか、公表できないというのは。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  決して公表できないということではございません。できますれば早い時

期に皆様方に公表し、そして通知をしていきたいという流れは考えておるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そしたら、私の方からも憶測でしか質問ができませんので、憶

測の範囲でどうであろうかということだけを、お聞かせ願いたいと思います。 

 まず、西泊の１日１００人以上、この事業条件、これにクリアして、最終的には数字として

１００人を超えたようなことでなったのか、そこらあたり、非常に関心がありますが、何階建て

の何人収容というふうなことで、そこらについては一言も言われんということにはならんと思う

んですが。そこらあたり、審査された今の段階で、こんくらいのことは進みよると、進んだとい

うふうなことぐらいはおっしゃっていただきたいんですが、できれば。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  申しわけありません、言葉足らずで。こちらが示しております１００人

以上３００人未満、それというのは、当然ながらクリアをされておられるところであります。施

設規模につきましては。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  実際、もう絞って答えを出しとる段階だと、そういうふうに、

スケジュール表では入ってますから、契約の締結ができる前、余りはっきりしたことは言えない

がという前提で、どのくらいのことで進んでるんだぐらいは、だめですか。というのが、私は従

業員の数やら、地元としては非常に関心があると思うんですよ。この議会の中で、できれば最終

日でも結構ですが、皆さんの知りたいのは、長年かかってなかなかできんやった案件であります

から、私は決まったということであればいいことだと思います。この議会中に聞きたいというの

は、私の思いでございました。そういうことで申し上げております。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  これ、正直申し上げまして、私自身、大変悩ましい拮抗した案なんです

ね、事案なんです。それで今、私の方が精査をずっとしている段階でございます。今、１５番議

員がおっしゃられましたように、何も言わずに契約するという考えは毛頭ございません。この最
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終日までには、きちんとした方向性を固めて発表できるようにしたいというふうには思っており

ます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  それでは、募集要項に基づく貸し付け条件について、ちょっと

確認をとってみたいと思います。 

 これは、３年間、無償貸与として土地を貸すと、協議の上、３年を過ぎたら１０年を限度に更

新するとこのようになっております。そうしますと、その後はどうなるんでしょうか。１０年を

超えては無償が有償になるという解釈でよろしいですか。幾らぐらいの金額か。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  一定期間、無償ということで、その期間が過ぎてから有償ということで、

今までもやってきているケースもございます。その金額は幾らかと言われましても、そのときの

時勢がございますので、何とも申し上げにくいところでございますが、以前、数年前ですか、野

良地区においても有償で的確な値段で買い取っていただくということはさせていただいたところ

であります。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  さらに貸し付け条件の中で、契約期間中に建物の所有権の譲渡、

その他権利の設定等を行う場合には市との承諾を得ることとなっております。世の中ですから、

何があるやらわからないという中で、やっていかない中で、他の会社に資産を譲らないかんよう

な事態については、それなりのことが続けられれば、私はあり得ると思うんですが。余り申し上

げてはいかんとですけども、例えば運悪くその会社が破産、もしくは倒産状態になった場合、建

物の確保、あるいは、この建物に対する市から判断されるその取り扱いというのは、今後契約を

締結するに当たって、その条文があろうかと思うんですが、これはどのように考えておられるか、

これ一点お尋ねいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今回は土地を無償で一定期間貸し付けるというふうな考え方でおります。

以前、市有財産、建物について無償で譲り渡した際には、そこには抵当権等の設定ということを

条件に入れながら協定書を結んだということもございますが、その土地の上に建てられる建物に

ついては、なかなかそのあたりの設定は難しい部分があろうかと思いますが、あくまで公有財産

でございますので、土地について、極力そのような、途中で事業がやめられるとか、または上物

が転売されるとかいうことがないような、逆に選定をしっかりと考えていくことが雇用を守って

いくことにも、当然つながっていくことだと思いますので、そのあたりも熟慮させていただいと

るところでございます。 
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○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  今はなくても、１０年過ぎた世界というのは考えられないこと

があり得りますので、その業務の締結、協定のその内容というのは、今申し上げたことも想定し

た中で、その他の事項として、やはり前もって、私は挿入された契約内容であるべきだと思いま

す。世の中はいいときと悪いときがありますので。それをひとつ、指摘というか、チェック等し

ていただきたいと思っております。 

 それともう一つお尋ねしたいんですが、支援策として、旅館業と観光関連産業の場合の支援策

の基準、投下固定資産総額が２,７００万円以上、新規雇用、常用雇用者が１０人以上であれば、

次の点について免除すると。固定資産税の課税を免除３年間、こうなっておりますね。それから、

正規社員を１人当たり、一回きりで２０万円の奨励を助成金として出しますと。次に、パートタ

イマーは１人１０万円を限度に一回きり出しますと。こういうことで、トータルで１,０００万

以内の金を最大支出することがありますと、このようなことでございますが、この西泊の場合の

ことが、現在検討されとる中で、これに該当するかどうかをちょっとお尋ねいたします。検討中

の中でのことでございますので、確定とは言いません。いかがでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今おっしゃられた投下固定資産２,７００万、それから常雇用１０名以

上ということについては、常雇用の部分につきましては、今回、条例の見直し等を上げてるとこ

でございますけども、この問題については、もう明らかに超える、投下資産総額というのは、恐

らく、もう何億円も当然投下しないと１００名とか３００名という規模にはなりませんので、そ

れはもう軽くクリアする問題だと思っております。 

 そして、雇用の問題でございますけども、これについても３０名、４０名という単位での雇用

というふうに私どもは考えておるとこでもありますし、事業計画上もそのような計画で上がって

きておりますので、あと常雇用、臨時雇用の問題もありますけども、そこらは、今は明言は避け

させていただきたいと思いますが、多くの雇用効果というのが生まれてくるものと思っておりま

す。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  記憶にございます前回のホテル誘致の内容は、西泊の場合、地

元の有志２名と韓国企業の出資した資本により、そういうふうな手が挙がったということが聞い

ております。その中で、あのときはビジネスクラスではなくて、グレードの高い、要は高級なホ

テルであるというふうなことを、審査の内容として審査員から聞きました。今回は、内容として

ビジネスクラスなのか、あるいは前回と同じようなことで要件を絞ったのか、その辺をちょっと

お伺いします。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今回につきましては、県との協議の中で自然公園法での規制というもの

がありましたが、数字であったわけですけども、高さ的な問題ですね、これらの撤廃ということ。

撤廃というよりも、周辺の自然環境との調和ということはございますが、数字的な問題について

は撤廃にこぎつけ、また規模的な問題で１００人以上３００人未満という一定の協議は整ったこ

とと、前回の公募の段階においては、三宇田というロケーションがすばらしいことの優位性を考

えたときに、一定レベル以上のホテルというものを求めていくべきではないのかというふうな考

えのもと、そうさせていただきましたが、私どもが望む一定レベルのものではありませんでした

ので、今回、規制緩和も含め、公募をすることになったというふうなことで御理解をいただけれ

ばと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  今回は、私は現実の中に置かれた一つの要件を自然に出してお

られると思います。特に、対馬に韓国から来る癩癩従来癩癩４月から、また増便があるそうです

が癩癩ジェットフォイル３艇のうち、その２隻が上対馬比田勝港に上陸すると、この現実を考え

たときに、いかに上対馬比田勝港付近の宿泊施設の不足、これが課題やったと思います。 

 市の商工観光のほうから取り寄せた資料でございますが、宿泊施設の現状、対馬全体で

１２２という数字が上がっておりますが、これは過去からのずっと積み上げでございます。現在、

それが稼働しているかどうかはわからないところもありましょうが、今の報告ではトータルで

４,３６４という数字癩癩ちょっと過大と思うんですけども癩癩その数字が係から上がっており

ます。そのうち上対馬、施設数１６でございます。収容人員が７８２となっておりますが、私は

この数字は少々過大ではなかろうかと思いますが、あれからかなり宿泊施設の整備もあったとい

うことでありますから、そうかもしれません。これに１００名なのか２００名なのか３００人に

なるのか、今回の数字が上がってくるわけですが、１,０００人という数字が上がれば、私は幾

らか変わっていくなと思います。ここらの数字を、今回報告いただけるもんと思うて、対馬全体

の数字が、これで当面わかるがなと思うて期待はしとったんですが、その辺が残念であります。 

癩癩それと、一つ申し上げたいんですが、上対馬西泊については、私は今回、東横インの問題に

ついては影響はないと思います。ただ、厳原町の野良地区の３カ所は、東横インの進出が

２４０室の３００人、これは対馬、かつてない最大の１３階建てでございます。東横インの情報

が入る前に公募があったような気がするんですが、その影響というのは今回なかったのでしょう

か。３地区の業者が、東横インさんが入る前に手を挙げたんであれば、いろいろ考えが変わった

かもしれんなと思うんですが、その辺は、現場のことを知る部長さんでも結構なんですが、市長

でも結構ですが、いかがですか。その辺は影響がなかったかどうか。 
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○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  少なくとも、民民の間で契約をされた東横さんが、去年のうちに、旅館

業といいますかホテル業を営んでおられる方たちに進出のお話に行かれたというふうに聞いてお

ります。それらの情報というのは、当然ながら業界で回っていると思いますし、野良についても

それぞれ、火葬場は別としまして、できてる、そして西泊地区についても４事業者から来てると

いうことになれば、過去から考えますと、その東横さんが進出される影響というのはなかったん

じゃなかろうかというふうには、こちらは思っておりますけども。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ちょっと、ホテルの直接な誘致とは異なることであります。 

 ただ、大きな宿泊施設ができる、そして観光客の受け入れが従来と変わってくる、そうします

と、お客に対する足、車ですね、車が、この島に相当また、北に行ったり南に下がったり、そう

いうふうになります。それから、博物館の計画が、これがなれば、さらに厳原を中心とした市内

の交通混雑が予測されます。 

 そのような中で、現在、旧厳原幼稚園跡の解体した空き地、ここは金石城の、文化財として、

そういうふうな史跡の管理土地であるから、専用的な駐車場はできませんよというふうな中で話

は聞いておりました。しかし、現在そこを利用しない限り、厳原市内の車をとめるところはそん

なに余地はありません。聞くところによりますと、あるバス会社のドライバーさんが、乗降、乗

り降りをするだけのバスにしてくださいよというふうな指導があって、それも３０分以内なら出

てくださいというふうなことで大変困っておりますと、もう少し現状を把握されて、時間の余裕

をいただくような進言はしていただけんだろうかということがございました。 

 今はそういう方向であるかもしれませんが、博物館ができた場合には、もっと大勢のお客さん

があそこの近辺に、バスを活用したり、タクシーで乗りつけたり、いろいろして、待ち時間等も

増えます。何とかその利用を、対馬市と文化庁の間で、これを短時間の乗降、いわゆる乗り降り

だけじゃなく、停車時間、駐車時間をそんなに長くせんでも、１時間とか２時間とかいうふうな

ことを上限に、そういう整理を将来やっていくことが可能でないと、私はうまくいかんと思いま

すが。その辺を、市長でも担当部長でも、今の文化庁の考え方と、あの駐車場の運営について、

どのような形でやっているのか、ちょっとお話を聞かせてください。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、平間壽郎君。 

○総合政策部長（平間 壽郎君）  お答えをしたいと思います。 

 幼稚園跡地につきましては国の指定史跡ということでございまして、現在、文化庁の許可をい

ただいて貸し切りバスの一時乗降所、乗り降り所ということで許可をいただいております。あく

までも国の史跡でありますので、文化庁の許認可の対象ということでございます。それで、おお
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むね３０分ほどということでございまして、降りられる場合、いいんですけども、逆に乗ってこ

られる場合の待ち時間というのが、当然必要になってまいりますので、そういう意味でおおむね

３０分ぐらいというようなことで、乗降、それぞれ終わりますと、本来のそれぞれの会社が確保

している駐車場のほうに移動していただくというような形で、文化庁のほうにはそういう旨で

３年間、今のところ３年間の許可をいただいておるような状況でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  今、担当部長の話を、そのままドライバーさんのほうに現場で

そういう連絡、そういうふうな指導をしてあるから、今にあるんでしょうが。私は、実際、この

博物館が施設を完備してそういうふうな稼働していけば、今のようなことがもっときつくなると

思うんですが、その辺は少し対馬市の判断のもとに、幾らか現実に沿うた対応対策をとっていく

のが、私は大事なことでなかろうかと、対馬市の一つの判断も、私はその中で活用することもあ

るんじゃなかろうかと思いますが。 

 市長、今後のこととして、３０分というのは、非常に嫌っているみたいです。その辺を、幾ら

か現実と現状を把握の上、善処されるような方向が可能ならば、私はそういうふうな現場の状況

というのを、もう少し見てほしいと思います。答えをいただいて、それで今の件は打ち切ります

けども。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  現実のところの運用というのは、先ほど部長が申しましたようなことで

ございます。 

 今後、博物館が建設され、あの用地も一体的に物事は組み込まれていこうかと思っております。

その際、国指定の史跡というふうな位置づけの中で、市の判断でという１５番議員の、今、申し

出でございましたが、市の判断でそこをやっていくというのは大変難しい、法律的には難しい状

況だというふうに御理解いただきたいと思います。 

 ただし、実情というものをどう国に伝えていくかということは、すごく大事だというふうにも

思っておりますし、今、部長もおおむねという言葉を使っておりましたが、いろんな運用の中で

物事がやれるように、文化庁のほうにもこちらが働きかけをしていくことが、今後、必要な案件

だろうと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  実情を十分把握されて、善処を望みたいと思います。よろしく

お願いします。 

 通告において、イノシシ、鹿、その有効活用事業というふうなことの中で、通告したことは取

り下げをいたしましたが、その関連として、反響が結構大きいもんですから、この場で市長に申
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し上げなならんことが。２８年度価格でありました奨励捕獲補助金が１万円から９,０００円に

下がったというふうなことが、市のほうから説明が猟友会にありまして、予算措置がなされたと

いうことで、現場の皆さんが非常にまた反響を呼んでおります。 

 その中で、ちょっと市長にお尋ねしたいことがございます。１万円の裏づけは成獣、要は

２０キロ以上と判断していいでしょう。それは国が、この財源が５,０００円、県が２,５００円、

市が２,５００円、それで１万円がつくられております。幼獣、要はうりぼう等、このくらいの

１０キロ以内、そこらだと思います。国費が１,０００円、県費が２,５００円、市費が

６,５００円、これで１万円を負担しておる、このようなことでございます。 

 そして鹿については、国が、成獣であれば８,０００円、市が２,０００円、これで１万円の財

源ということになります。幼獣であれば、国が１,０００円、市が９,０００円、このようになっ

ております。 

 そこで、一般財源を先々膨らまないように、あるいは、なるだけ支出をしないようにというこ

とで軽減措置をしてきたわけですね。 

 それで、ちょっと聞いてほしいことは、この市の持ち出しの負担について、これは私は、ここ

におられます元財政課長、総務部長をされとった平山部長、以前、私もあなたのほうからお聞き

したんですが、このイノシシ、鹿等の捕獲補助金、もしくは防護柵等の施設を市の負担をしてい

く場合に特別交付税の措置がございますと。これは、負担割合の額によって８０％の交付税措置

がありますというふうなことを、資料をもとに、私はお話を賜って、それを、今でもその基本だ

と思っているんですが、これは間違いないでしょうか。今の立場はしまづくりですけども、当時、

たしか財政課長だったと思います。総務部長か、どちらかと思いますが、そういう記憶が、私は

はっきりしておりますが、もしよければ。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり戦略本部長、平山秀樹君。 

○しまづくり戦略本部長（平山 秀樹君）  かなり前のことになりますけれども、確かに特別交付

税につきましては準ルール分というのがありまして、１２月に交付される分と、残り３月に交付

される分がありまして、たしかその当時につきましては、１２月に交付される分で、イノシシ、

鹿の補助金については特交措置０.８があったんじゃないかと記憶はしております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  最後になります。このような措置が、現在もそういうふうな取

り扱いが確定しておるならば、市の負担の計算というのは、かなり癩癩私も計算してみたんです

が癩癩思うたようなことではないというふうなことを思います。その辺をもう一回、整理されて、

今後の判断材料にしてほしいと思います。 

 ちなみに、県の農政課がつくって、資料としていただきました長崎県下の２０の市町村の実態
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でございます。イノシシについて一番高い金額を出しておるのが、小値賀町１万８,０００円、

島原、南島原、雲仙１万６,０００円、諫早、大村、長与、時津、佐世保、平戸１万３,０００円、

松浦、佐々、１万５,０００円、西海、川棚、波佐見、対馬、新上五島１万円、最後に五島市は、

市の負担なく国の負担のみで８,０００円となっております。今回は今回としてでございますが、

今後いろいろ、この問題については、よくよく財政の協議の中で、私は話し合いというのはして

いくべきだと思うんですが、ひとつ今後の協議に、今の材料については判断として検討していた

だきたいとかように思いまして、一般質問を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、大浦孝司君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  これで、本日予定しておりました一般質問は終わりました。 

 本日は、これで散会とします。 

 なお、あすから１７日までは議事整理のため休会とし、１８日に本会議を開催し、付託議案等

の審査を行います。お疲れさまでした。 

午後１時43分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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